
（参考３）

遺伝子治療臨床研究に係る第一種使用等の主務大臣による

学識経験者からの意見聴取について

法第４条第４項及び法第７条第２項に掲げるとおり、主務大臣は、第一種使用等の

、 。承認等を行う場合には 学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている

遺伝子治療臨床研究の場合、この学識経験者として、厚生労働大臣及び環境大臣は共

同で、厚生科学審議会科学技術部会及びその下に置かれる「遺伝子治療臨床研究に係

る遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する作業委員会（仮称 」の委員を選定し、）

当該部会等の検討結果をもって、学識経験者の意見とする予定である。

なお、これらの意見聴取に当たっては、厚生科学審議会への諮問により行うものと

する。










